
議案第１６号

向日市営住宅管理条例の一部改正について

向日市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年２月２１日提出

向日市長 安 田 守
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条例第 号

向日市営住宅管理条例の一部を改正する条例

向日市営住宅管理条例（平成９年条例第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。

第４条第５号中「第３条第３項若しくは第４項」を「第３条第４

項若しくは第５項」に改める。

第５条第２項第５号中「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「又は中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、同項第８号中「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改める。

第８条第５項中「寡婦」の次に「（寡夫）」を加える。

第１０条第１項中「次の各号に掲げる手続をしなければならな

い」を「第１８条の規定により敷金を納付しなければならない」に

改め、同項各号を削り、同条第２項中「同項各号」を「同項」に改

め、同条第３項を削り、同条第４項中「第１項又は第２項」を「前

２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項から第８項まで

を１項ずつ繰り上げる。

第１２条第１項中「第１１条」を「第１２条」に改める。

第１４条第２項中「第８条」を「第７条」に改める。

第１６条第１項中「第１０条第５項」を「第１０条第４項」に改

める。
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第１８条第２項中「第１５条の各号」を「第１５条各号」に改め

る。

第３８条及び第３９条中「第１１条」を「第１２条」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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〈参 考〉

向日市営住宅管理条例の一部を改正する条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（公募の例外） （公募の例外）

第４条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わ 第４条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わ

ず、市営住宅に入居させることができる。 ず、市営住宅に入居させることができる。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条 (5) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条

の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法（昭和 の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法（昭和

２９年法律第１１９号）第３条第４項若しくは第５項 ２９年法律第１１９号）第３条第３項若しくは第４項

の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域におけ の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域におけ

る住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 る住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

（昭和５０年法律第６７号）に基づく住宅街区整備事 （昭和５０年法律第６７号）に基づく住宅街区整備事

業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関す 業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関す

る法律（平成９年法律第４９号）に基づく防災街区整 る法律（平成９年法律第４９号）に基づく防災街区整

備事業又は都市再開発法（昭和４４年法律第３８号） 備事業又は都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）

に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却 に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6)～(8) 略 (6)～(8) 略

（入居者の資格） （入居者の資格）

第５条 略 第５条 略

２ 前項に規定する高齢者、障がい者その他の特に居住の ２ 前項に規定する高齢者、障がい者その他の特に居住の

安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当 安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がい する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がい

があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅におい があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅におい

てこれを受けることができず、又は受けることが困難で てこれを受けることができず、又は受けることが困難で

あると認められる者を除く。 あると認められる者を除く。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第 (5) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第

１項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な １項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特 帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 （平成６年法律第

３０号）第１４条第１項に規定する支援給付（中国残 ３０号）第１４条第１項に規定する支援給付（中国残

留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の 留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年 支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年

法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援給 法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援給
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付を含む。）を受けている者 付を含む。）を受けている者

(6)及び(7) 略 (6)及び(7) 略

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す (8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

る法律（平成１３年法律第３１号。以下この号におい 法律 （平成１３年法律第３１号。以下この号におい

て「配偶者暴力防止等法」という。）第１条第２項に て「配偶者暴力防止等法」という。）第１条第２項に

規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの 規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの

ア及びイ 略 ア及びイ 略

３及び４ 略 ３及び４ 略

（入居者の選考） （入居者の選考）

第８条 略 第８条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 市長は、第１項に規定する者のうち、２０歳未満の子 ５ 市長は、第１項に規定する者のうち、２０歳未満の子

を扶養している寡婦（寡夫）、引揚者、炭鉱離職者、老 を扶養している寡婦 、引揚者、炭鉱離職者、老

人、心身障がい者又は生活環境の改善を図るべき地域に 人、心身障がい者又は生活環境の改善を図るべき地域に

居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長 居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長

が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営 が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営

住宅に入居することを必要としている者については、第 住宅に入居することを必要としている者については、第

２項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てを ２項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てを

した市営住宅に優先的に選考して入居させることができ した市営住宅に優先的に選考して入居させることができ

る。 る。

（住宅入居の手続） （住宅入居の手続）

第１０条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から 第１０条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から

１０日以内に、第１８条の規定により敷金を納付しなけ １０日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければなら

ればならない。 ない 。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長

が適当と認める保証人の連署する請書を提出するこ

と。

(2) 第１８条の規定による敷金を納付すること。

２ 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居 ２ 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居

の手続を前項に定める期間内にすることができないとき の手続を前項に定める期間内にすることができないとき

は、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間 は、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間

内に同項 に定める手続をしなければならない。 内に同項各号に定める手続をしなければならない。

３ 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第

１項第１号の規定による請書に保証人の連署を必要とし

ないこととすることができる。

３ 市長は、市営住宅の入居決定者が前２項 に ４ 市長は、市営住宅の入居決定者が第１項又は第２項に

規定する期間内に第１項の手続をしないときは、市営住 規定する期間内に第１項の手続をしないときは、市営住

宅の入居の決定を取り消すことができる。 宅の入居の決定を取り消すことができる。

４ 略 ５ 略

５ 略 ６ 略
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６ 略 ７ 略

７ 略 ８ 略

（入居の承継） （入居の承継）

第１２条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合 第１２条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合

において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居 において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居

していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望すると していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望すると

きは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行 きは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行

規則第１２条で定めるところにより、市長の承認を得な 規則第１１条で定めるところにより、市長の承認を得な

ければならない。 ければならない。

２ 略 ２ 略

（収入の申告等） （収入の申告等）

第１４条 略 第１４条 略

２ 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第７ ２ 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第８

条に規定する方法によるものとする。 条に規定する方法によるものとする。

３及び４ 略 ３及び４ 略

（家賃の納付） （家賃の納付）

第１６条 市長は、入居者から第１０条第４項の入居可能 第１６条 市長は、入居者から第１０条第５項の入居可能

日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日（第３１条 日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日（第３１条

第１項又は第３６条第１項の規定による明渡しの期限と 第１項又は第３６条第１項の規定による明渡しの期限と

して指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い して指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い

日、第４１条第１項の規定による明渡しの請求のあった 日、第４１条第１項の規定による明渡しの請求のあった

ときは明渡しの請求のあった日）までの間、家賃を徴収 ときは明渡しの請求のあった日）までの間、家賃を徴収

する。 する。

２～４ 略 ２～４ 略

（敷金） （敷金）

第１８条 略 第１８条 略

２ 市長は、第１５条各号 のいずれかに掲げる特別の事 ２ 市長は、第１５条の各号のいずれかに掲げる特別の事

情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を 情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を

必要と認める者に対して市長の定めるところにより当該 必要と認める者に対して市長の定めるところにより当該

敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。 敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

３及び４ 略 ３及び４ 略

（公営住宅建替事業に係る家賃の特例） （公営住宅建替事業に係る家賃の特例）

第３８条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を 第３８条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を

新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、 新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、

新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終 新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終

の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を

図るため必要があると認めるときは、第１３条第１項、 図るため必要があると認めるときは、第１３条第１項、

第３０条第１項又は第３２条第１項の規定にかかわら 第３０条第１項又は第３２条第１項の規定にかかわら

ず、令第１２条で定めるところにより当該入居者の家賃 ず、令第１１条で定めるところにより当該入居者の家賃

を減額するものとする。 を減額するものとする。
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（公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の （公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の

際の家賃の特例） 際の家賃の特例）

第３９条 市長は、法第４４条第３項の規定による公営住 第３９条 市長は、法第４４条第３項の規定による公営住

宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住 宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住

宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、 宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、

新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終 新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終

の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を

図るため必要があると認めるときは、第１３条第１項、 図るため必要があると認めるときは、第１３条第１項、

第３０条第１項又は第３２条第１項の規定にかかわら 第３０条第１項又は第３２条第１項の規定にかかわら

ず、令第１２条で定めるところにより当該入居者の家賃 ず、令第１１条で定めるところにより当該入居者の家賃

を減額するものとする。 を減額するものとする。


